
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告本人の上告趣意について。

　所論は事実審の裁量権に属する事実の認定若しくは刑の量定を非難するに止まり

刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。

　弁護人井坂三郎の上告趣意第一点について。

　所論は単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないものであり刑訴四〇五条所定の上

告適法の理由に該当しない、のみならず前科調書と雖も証拠能力を有するものたる

ことは同三二三条一号の規定に徴し明らかであり、しかも第一審判決が所論の前科

調書を挙示援用したのは、単に情状の一端を認定する資料となしたに過ぎないもの

であること、同判決挙示の他の証拠の内容及びその判示の全趣旨に徴し明らかであ

り、同判決には所論のような違法はない。従つてこれと同趣旨において所論の控訴

理由を排斥した原判決も亦正当であり、論旨主張の如き単なる訴訟法の違反も存在

しない。論旨は採用の限りでない。しかも、本件は刑訴四一一条を適用すべき案件

とは認められない。

　よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一項に則り主文の如く決定する。

　この決定は裁判官全員の一致した意見である。
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